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住宅用火災警報器の適切な維持管理の周知について（依頼） 

 

 

平成 28年秋季全国火災予防運動にあたっては、平成 28年 9月 28日付け消防

予第 295号により定める実施要綱において、「重点目標の取組に当たって効果的

と考えられる具体的な推進項目」として、住宅用火災警報器の適切な維持管理

の周知を位置付けているところです。 

住宅用火災警報器は、平成 16年の消防法改正により、平成 18年 6月 1日か

ら新築住宅への設置が義務化され、今年で 10年が経過しました。 

 現在普及している住宅用火災警報器の多くは電池式であり、その電池の寿命

は 10 年が目安とされています。住宅用火災警報器の電池切れ等が原因となり、

万が一の火災発生時に警報音が鳴らないことがないよう、住宅用火災警報器を

設置している住宅の居住者等により定期的に作動確認を実施する必要がありま

す。 

そのため、「電池の寿命は 10年が目安とされていること」、「定期的に作動確

認が必要であること」、「作動確認の分かりやすい手順」、「本体又は電池の交換

の方法」等の適切な維持管理を行うために必要な情報を当該居住者等へ丁寧に

伝達することが重要です。 

つきましては、春・秋季全国火災予防運動期間に限らず継続的に当該居住者等

へ呼びかけを行うために、別添資料を参考に各団体で発行・掲載される市民だ

よりなどの各種広報誌等を用いて周知を実施していただきますよう、よろしく

お願いいたします。 

殿 

＜連絡先＞ 

消防庁予防課予防係 

 担 当 齋藤・市川 

 電 話 03-5253-7523 

 



※１ 警報器の作動確認は春秋の火災予防運動の時期に行うなど、定期的に実施してください。 
※２ 故障か電池切れか分からないときは、取扱説明書を確認するか、メーカーにお問合せください。 
  なお、電池切れと判明した警報器が設置から10年以上経過している場合は、本体内部の電子部品  
  が劣化して火災を感知しなくなることが考えられるため、本体の交換を推奨しています。 

点検ボタンを押すか点検ひ
もをひっぱり、定期的※1に
作動確認をしましょう。 

 火災警報以外の警報が 
 鳴った場合 

作動確認をしても住警器に反応がなけれ
ば、本体の故障か電池切れです※２。 

住警器本体又は電池を交換しましょう。 

住警器本体の故障か電池切れです※２。 

住警器本体又は電池を交換しましょ
う。 

定期的な作動確認 

古くなったら交換 

住宅用火災警報器の維持管理について 【参考資料１】 



URL http://www.kaho.or.jp/content/files/operation_check.pdf



URL   http://www.kaho.or.jp/content/files/user/awm11/awm11_pdf4.pdf
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購入に関する問い合わせ先 

 

 

 
 

   ＵＲＬ  http://www.kaho.or.jp/user/awm/awm07_p01.html 
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